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別添１ 

 

すべての子どもの安心と希望の実現プロジェクト（抄） 

 

平 成 27 年 12 月 21 日 

子どもの貧困対策会議決定 

 

Ⅱ ひとり親家庭・多子世帯等自立応援プロジェクト 

 

１ 支援につながる 

○ ひとり親家庭支援については、現在でも、子育て・生活支援、就業支援、養育費の確保

及び経済的支援を柱とする様々な支援策が講じられている。 

しかし、現在は、①どこの窓口でどのような支援が受けられるかがひとり親家庭に知ら

れておらず、支援策が必ずしも十分に活用されていない、②ひとり親は複数の困難な事情

を抱えている方が多いが、個々の家庭の抱える課題に対応し適切な支援に導けるような質

の高い相談が十分になされていない、といった課題がある。 

○ このため、支援を必要とする家庭に、行政の支援が確実につながる仕組みを整えるとと

もに、窓口における相談支援の水準の向上を図り、個々の家庭が抱える課題に対応した寄

り添い型支援を行うことが求められている。 

 

① 自治体窓口のワンストップ化の推進 

○ ひとり親家庭の相談窓口に、母子・父子自立支援員に加え、就業支援専門員の配置を

進め、子育て・生活に関する内容から就業に関する内容まで、ワンストップで相談に応

じることができる体制を整備し、必要に応じて、他の支援機関につなげることにより、

総合的・包括的な支援を行う体制を整える。 

○ 毎年８月の児童扶養手当の現況届の時期等を集中相談期間として設定し、子育て・生

活、就業、養育費の確保など、ひとり親が抱える様々な課題をまとめて相談できる体制

の構築を支援する。これにより、自治体が集中相談期間以降もひとり親家庭を継続的に

フォローすることを可能とする。 

 ○ また、そもそも多くの悩みや困難を抱えているひとり親家庭はなかなか相談窓口まで

来られないことから、潜在的な支援ニーズの把握に努めるとともに、どこの窓口で受け

た相談であっても、確実に必要な支援につながるよう、関係する支援機関（子育て世代

包括支援センター、母子生活支援施設、婦人相談所、ハローワーク等）と連携した支援

の強化を図る。 
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３ 学びを応援 

○ 貧困の連鎖を防止するため、教育費負担の軽減や学習支援により、ひとり親家庭の子供

が、親の経済状況にかかわらず学習できる機会を確保するとともに、親の学び直しを支援

することも必要である。 

○ また、全ての子供が集う場である学校をプラットフォームとして、不登校や虐待など子

供やその家庭が抱える問題への早期対応を図ることや、ひとり親や多子世帯など、子供た

ちが置かれている状況にかかわらず質の高い教育を受けられるよう、学習環境や生活環境

の整備を図ることが必要である。 

 

① 幼児期から高等教育段階まで切れ目のない教育費負担の軽減 

○ 多子世帯・低所得世帯の負担軽減等、幼児教育の無償化に向けた取組を段階的に推進

する。 

○ 就学援助制度の周知方法や認定基準等を一覧できる「就学援助ポータルサイト」の整

備により、必要な家庭が就学援助を受けられるよう、各市町村のきめ細やかな広報等を

促進する。 

○ フリースクール等で学ぶ不登校児童生徒への支援の在り方等に関するモデル事業を実

施し、総合的な検討を進める。 

○ 高校生等奨学給付金について、学年進行で着実に事業を実施し、非課税世帯の給付額

の増額を図る。 

○ 大学等奨学金事業について、無利子奨学金の貸与人員を増員し、「有利子から無利子へ」

の流れを加速させるとともに「所得連動返還型奨学金制度」の導入に向けた検討を進め

る。また、ひとり親家庭・多子世帯に対し、重点的な支援を行う。 

○ 各大学等における授業料減免への支援を充実させる。 

○ 専門学校生に対する経済的支援策について総合的な検討を進めるため、効果的な支援

の在り方等に関する実証研究を行う。 

（ＫＰＩ） 

・ 理想の子供数を持てない理由として「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」を挙

げる人の割合（60.4％(平成 22年)、理想の子供数が３人以上の方の場合は 71.1％）を低

下させる。 

・ 子育てにかかる経済的な負担として大きいと思われるものとして「保育所・幼稚園・

認定こども園にかかる費用」を挙げる人の割合（39.1％（平成 24年度)）を低下させる。 

・ 入学時や進級時に学校で就学援助制度の書類を配付している市町村の割合（入学時

61.0%、進級時 61.9%（平成 26年度））を高める。 

・ 高校生等奨学給付金事業について、高校生等における経済的理由による中途退学者数

を減少させる。 

・ 大学等奨学金事業（無利子奨学金事業）について、日本学生支援機構の奨学金の貸与

基準を満たす希望者のうち、無利子奨学金の貸与を認められた者の割合を上げる。 
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② 生活困窮世帯等の子どもの学習支援 

○ 貧困の連鎖を防止するため、生活困窮世帯等の子どもの学習支援事業において、高校

生に対する中退防止の取組強化を行うとともに、支援が必要な子どもに支援が届くよう、

家庭訪問の取組を強化する。 

 

（ＫＰＩ） 

・ 平成 31年度までに、生活困窮世帯等の子どもの学習支援を年間 3万人（実人数）に提

供する。 

 

 

③ ひとり親家庭の子どもの学習支援 

○ 平成 27年度からひとり親家庭の親を対象に実施している高等学校卒業程度認定試験合

格支援事業（※）について、平成 28年度から事業の対象にひとり親家庭の子どもを追加

する。 

  ※合格のための講座の受講費用の６割（上限 15万円）を支給。 

 

④ 学習が遅れがちな子供やさらに学びを深めたい子供を対象とした学習支援 

 ○ 経済的な理由や家庭の事情により、家庭での学習が困難で、学習習慣が十分に身につ

いていない中学生等に対して、大学生や元教員等地域住民の協力やＩＣＴの活用等によ

る、原則無料の学習支援（地域未来塾）を拡充するとともに、高校卒業や大学等への進

学を後押しするため、平成 28年度から新たに高校生へ対象を広げる。 

 ○ ＩＣＴ関連企業と連携協力し、地域での子供の学習活動へのＩＣＴ活用を支援する「官

民協働学習支援プラットフォーム」を構築し、地域未来塾における取組も含め、ＩＣＴ

を活用して、小中高生の地域における学習活動やひとり親家庭の子供への学習支援等を

行う。 

 （ＫＰＩ） 

 ・ 可能な限り早期に「地域未来塾」を 5,000中学校区で実施する。 

 

⑤ ひとり親への生活・学習支援の実施（親の学び直し支援） 

 ○ ひとり親家庭の親を対象にして、ファイナンシャルプランナー等の専門家を活用した

家計管理等の講習会の実施、高等学校卒業程度認定試験の合格支援などの学習支援、ひ

とり親家庭同士のネットワークづくり等を行う「ひとり親家庭等生活支援事業」を新た

に実施する。 

 ○ また、ひとり親家庭等生活支援事業については、事業利用中の託児サービスを利用可

能とする。 
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（ＫＰＩ） 

 ・ 平成 31年度までに、家計管理等の講習会等の参加者数を年間延べ 2万人とする。 

 ・ 平成 31年度までに、高等学校卒業程度認定試験合格支援事業の利用者数を年間 5千人

とする。（平成 27年度より新規開始事業のため、実績なし） 

 

⑥ 生活保護受給世帯の子どもの学習塾等費用の収入認定除外 

○ 生活保護世帯の高校生の奨学金、アルバイト収入を学習塾等の費用に充てる場合には

収入認定から除外する（平成 27年 10月から実施）。 

○ また、子どもの学習支援は早期からの支援が重要であると考えられるため、生活保護

受給世帯の小学生・中学生についても、同様の取扱いとする。 

 

⑦ 学校をプラットフォームとした子供やその家庭が抱える問題への対応 

○ 「チームとしての学校」の観点から、子供やその家庭が抱える問題へ対応するべく、

スクールソーシャルワーカーの活用により、学校と福祉部局が連携して子供が置かれた

様々な環境に働きかけ、問題を解決していく体制の整備や、貧困対策のための重点加配

等、配置の拡充を行うとともに、スクールカウンセラーについても、児童生徒の感情や

情緒面の支援を行っていくため、貧困対策のための重点加配等、配置を拡充する。 

○ 家庭教育支援チーム等による、家庭教育に困難を抱えた家庭に対する幅広い相談対応

等の訪問型家庭教育支援を推進する。 

 

（ＫＰＩ） 

・ 平成 31年度までに、スクールソーシャルワーカーを全ての中学校区（約１万人（予算

ベース））に配置する。 

・ 平成 31年度までに、スクールカウンセラーを全公立小中学校（27,500校）に配置する。 

・ 平成 31年度までに、訪問型家庭教育支援を行う家庭教育支援チーム数等（283チーム）

を増加させる。 

 

⑧ 教育環境等の整備 

○ 家庭環境等に左右されず、学校に通う子供の学力が保障されるよう、少人数の習熟度

別指導や、放課後補習などの取組を行うため、教職員等の指導体制を充実し、きめ細か

な指導を推進する。 

○ 義務教育未修了者等の就学機会の確保に重要な役割を果たす夜間中学について、設置

促進を図る。 

○ 公立高等学校等では、学力向上や中途退学を防ぐことなどを目的としたサポートスタ

ッフの配置充実のための支援を実施するとともに、定時制・通信制課程や総合学科にお

ける多様な学習を支援する高等学校への支援を実施する。 
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○ コミュニティ・スクール導入を目指す地域における組織や運営体制づくりへの支援を

行い、コミュニティ・スクールの導入を促進する。 

○ 地域と学校が連携・協働して、地域全体で未来を担う子供たちの成長を支えていく活

動を積極的に推進するための体制を整備する。 

○ 全ての子供を対象として、安心・安全な活動拠点を設け、多様な体験や学習活動等の

機会を提供する放課後子供教室を充実させる。 

○ 青少年の「自立する」力応援プロジェクトとして、生活習慣や自立的行動習慣の定着

のための「生活・自立支援キャンプ」、体験活動等への参加にかかる経済的負担を軽減す

る「子どもゆめ基金」による支援、学生生活を経済的に支援する「学生サポーター制度」

による支援を実施する。 

 

（ＫＰＩ） 

・ 貧困層の子供を多く抱える小中学校への教員等の追加配置などにより、きめ細かな指

導を推進し、学校に通う子供の学力を保障する。 

・ 全ての都道府県に夜間中学を設置する。 

・ 第２期教育振興基本計画期間中に、コミュニティ・スクールを全公立小中学校の１割

に拡大する。 

・ 全ての小・中学校区に学校と地域が連携・協働する体制を構築する。 

・ 平成 31年度までに、公立小学校区（２万か所）で厚生労働省の放課後児童クラブと一

体的又は連携して実施し、うち１万か所以上を一体型で実施する。 

・ 青少年の「自立する」力応援プロジェクトについて、アンケート調査により、８割以

上の参加者から「満足」の評価を得る。 

 

 


